
社会福祉法人有隣協会が抱える課題と現状を踏まえ、 この中期

アクショ ンプランでは、 次の3項目を重点取組項目とします。

包括的・ 総合的な事業展開

人材育成計画

強固な経営基盤作り
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事業展開

路上生活者対策施設

更生施設

大田区での展開

生活困窮者自立支援法

地域包括ケア

情報セキュリ ティ

事務標準化

事業管理

財務管理

広報

採用計画

キャリ アパス構築

ナレッ ジマネジメ ント 各種研修

規程整備評価制度

行動規範

HP大幅リニューアル

検討

導入

(1)採用計画 (4)採用
(2)学校説明　 　 　 　 　 　 （ 3)法人紹介

各事業所マニュアル整備

各施設研修会・ 勉強会
知識・ ノ ウハウの共有

多様な働き方の
検討

給与規程
就業規則整備

個人情報保護規程
整備

地域資源との
勉強会

データ書類の
洗い出し

防災訓練マニュアル整備

システム選定

HP再構築
2期検討 HP再構築

広報誌検討 広報誌作成
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策定

本部併設の
複合事業所の開設

事業報告書・ 全体会での報告

HPリ ニューアル後公開

支援の体系化

・ 業務マニュアル

・ 包括的支援の検討・ 新事業の提案など

・ ナレッ ジマネジメ ント を図れる場を継続的に作る

職員のあるべき像を明確にし た行動規範を基に、

人事考課・ 支援の体系化にも反映する。

マニュアル見直し

支援内容の体系化／職員教育の充実 路上生活者対策施設の付加価値検討／制度の狭間の対応（ 社会資源の創設）

城北労働福祉センターニーズ調査

ニーズに応じて施設の役割拡充

生活困窮者支援の

情報の中心と し て

・ 地域資源の中心と し て定例会の開催

・ 生活困窮者の情報の中心地を担う

・ 困窮者のアウト リーチ

各施設研修会・ 勉強会
知識・ ノ ウハウの共有

地域福祉の新事業（ グループホームなど） 検討

特別養護老人ホーム検討
シニアステーショ ンの提案

(1)～(4)のサイクル

中間的就労の
検証通所事業の検証

地域に根ざした事業の拡充の検討

評価制度管理職研修

評価制度試験的導入

キャリ アパス構築検討

基幹系システム
再構築検討



更生施設大田区老人いこいの家

都市型軽費老人ホーム

居宅訪問事業所

高齢対策

介護支援

地域福祉

大田区蒲田地域

安定支援事業

養護老人ホーム千寿苑
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本部・ 大田区・ 地域福祉 （ 誰も が安心し て 暮ら

せる ま ち 作り を 目指し て ）

こ れま で 有隣協会は大田区の地域福祉推進に携

わり 、 「 人の暮ら し を 多様な 視点で 支え る 」 と

い う こ と が基本的な 考え で あ る と い う こ と を 認

識し て いま す。

昭和2 8年7 月から 平成2 7年1 0 月ま で 、 山谷対策

を 中心と し て 宿泊所「 春風寮」 を 運営し て き ま

し た が、 事業変更に よ る 建て 替え に よ り 、 平成

2 9 年 3 月から 寄り 添い型宿泊所、 同年４ 月から

都市型軽費老人ホーム、 居宅介護支援事業所、

訪問介護事業所の4事業が一体と な っ た複合施設

を 新規オープ ン し 、 大田区に お住ま いの方を 中

心に入所を 受け入れていき ま す。

入所を 予定さ れる 方々に対し 、 一人一人の複合

的な 課題に即し た 支援を 行い ま す 。 ま た 、 様々

な 大田区の医療機関、 社会福祉法人、 社会福祉

協議会、 N PO法人な ど 、 地域資源と 連携し な が

ら 、 利用者にと っ て   間のない支援を行います。

大田区の生活困窮者の支援におい て 、 資源の開

拓を 進める と 同時に 、 プ ラ ッ ト フ ォ ームの役割

を 担いま す 。

新設する 複合施設を 中心と し て 、 地域共同体の

機能の強化、 地域社会に おけ る 社会関係に介入

し 「 人と 人」 、 「 人と モ ノ 」 が有効に機能する

よ う に新た な 社会資源を 調整、 開発する こ と に

よ り 、 大田区を 福祉コ ミ ュ ニ テ ィ と し て 活性化

さ せていき たいと 考え ており ま す。

有隣協会はその複合施設を 地域福祉の拠点と 位

置付け 、 地域に対し て も 「 福祉」 への肯定的な

イ メ ージ を 形成出来る よ う 福祉教育の視点を 持

ち 、 共生と いう 価値観を 育んでいき ま す。

路上生活者対策事業

平成2 7年度に施行さ れた 「 生活困窮者自立支援

法」 を 根拠法と し 、 事業施策の目標な ど の理念

を 「 ホームレ スの自立の支援等に関する 特別措

置法」 に基づき 実施さ れて いま すが、 基本的に

は 、 東京都及び 特別区に よ る 共同事業と し て

「 路上生活者対策事業実施大綱」 に基づき 、 特

別区における ホームレ ス対策事業と し て 平成1 2

年よ り 実施さ れていま す。

近年の利用状況と し て は、 「 ホ ームレ ス状態」

の方で はな く 、 「 ホ ームレ スの状態にな る おそ

れのある 方」 の利用が多く を 占め、 利用年齢も

若年化が進んで いま す。 言い換え れば、 公園や

河川で のテ ン ト 生活の方の利用で はな く 、 失職

によ る 居所の喪失や低所得、 再就職困難、 雇用

の継続、 疾病や障がい 、 家庭問題な ど 様々な 理

由に よ り 、 自立生活を 維持で き な く な っ た方の

利用が増加し て いま す。

よ っ て 、 支援内容も 多岐に亘り 、 「 就労によ る

自立」 だ けで はな く 、 「 他の社会資源への接続

」 や 「 生活保護制度と の連携」 「 各区の自立相

談窓口と の連携」 が行われて いま す 。 し かし 、

社会保障制度、 生活困窮者自立支援制度、 自立

支援セ ン タ ー 、 生活保護な ど 、 セ ー フ テ ィ ー

ネッ ト と 呼ばれる 各制度において も 、 対象者の

課題が複合的かつ広範囲で あ る 場合や制度の狭

間に入っ てし ま い、 支援が行き 届かないこ と も 発

生し て いま す。

「 生活困窮者自立支援法」 は施行3年で見直し が

行 わ れ 、 「 路 上 生 活 者 対 策 事 業 」 は 、 現 在

「 ホ ームレ ス 対策連絡協議会」 が開催さ れ、 こ

の協議の内容によ っ て も 事業実施に変更が生じ

る 可能性はあ り ま すが、 「 制度の狭間」 に陥ら

な い よ う に 、 付帯的な 独自の社会資源の創設を

行いま す。

更生施設

有隣協会が運営する 更生施設は3施設で すが、 平

成1 1 年に開設し た さ ざ な み苑（ 開設時定員１ ７ ６

名・ 現在1 6 0 名） は 、 都内の更生施設と し て 、 初

の民設民営施設で し た 。

そ の実績によ り 、 平成2 3 年に京都市中央保護所

（ 定員3 0 名） 、 平成2 5 年に 浜川荘（ 定員1 2 0 名）

を 指定管理者と し て受託し て おり ま す。

さ て 、 更生施設では、 自立支援システムの確立

【 1】 包括的・ 総合的な事業展開

有隣協会は、 各事業を 一体的に運営し 、 全職員のナレ ッ ジ を 共有し な がら 新し い価値を 創造し 、

包括的・ 総合的な事業展開を し て いき ま す。

や生活困窮者自立支援法の施行に伴い 、 利用対

象者に変化が見ら れま す。

利用者の傾向と し て 、 中長期的な 支援が必要と

な る 、 精神障がい者やアルコ ール依存症、 薬物

依存症、 知的障がい者、 認知症を 患う 高齢者等

が多く 目立つ こ と と な り 、 就労に よ る 自立支援

か ら 、 そ れぞ れの自立に 向け た 支援が必要と

な っ て き て お り ま す 。 そ のた め、 職員の更な る

スキルア ッ プ と 知識の習得が必要と な り ま す。

既に定着し た 通所・ 訪問事業も 同様、 保護施設

において は、 救護施設にて 実施さ れた事業が更

生施設に も 適用さ れる 傾向があ り 、 現在、 浜川

荘で 実施さ れて い る 施設で 借り 上げた ア パート

で の支援で あ る 居宅生活訓練事業や他の更生施

設で 独自に実施さ れて い る 事業も 検証し 、 有隣

協会にて 実施すべき 事業を 地域公益事業や生活

困窮者自立支援法に照ら し 合わせな がら 独自に

展開し 、 取り 入れていき たいと 考え ていま す。

特に 、 生活困窮者自立支援法の「 居場所作り 」

の機能と 通所事業には相似性があ る と 思われ、

新事業

居場所作り

地域公益事業

生活困窮者自立支援法の事業

高齢対策

介護支援

地域福祉

娯楽室

路上生活者対策施設

若年対策

アウト リーチ

アセスメ ント 力

アウト リ ーチ

アセスメ ント 力

地域福祉

大田区、 近隣市区町村

の地域資源の開拓

アセスメ ント 力

山谷対策

アンケート 調査

通所事業

中間的就労の検討

アセスメ ント 力

高齢対策

介護支援

地域福祉
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ま た 地域の理解、 協力な く し て 施設運営は成り

立た な い と 考え て お り 、 平成2 8 年度も 地域のお

祭り や防災訓練等への参加、 施設独自の地域清

掃活動等を 実施し て いま す。

生活困窮者自立支援法

平成 2 7 年度に 生活困窮者自立支援法が制定さ

れ、 「 生活困窮者自立支援事業」 に関わる 公募

を 各自治体が実施し て い る た め、 公募の機会は

増加する と 予想さ れま す。

生活困窮者自立支援法は、 「 施設」 の支援で は

な く 、 地域にお ける 相談所や居場所作り がメ イ

ン に な り ま す 。 ま た 、 「 困窮」 の背後には、 多

様な 要因があ り 、 広く 深い知識が必要で あ り 、

組織的運営体制の中で 、 ノ ウハウと ス キルを 共

有し な がら 、 困窮者支援を 考え て い く 必要があ

り ま す。

平成3 2 年度ま で に地域の居場所作り の事業を 開

始で き る よ う 、 平成2 8 年度から 検討を 始めて い

ま す 。 ま た 、 中間的就労の創造を 図り た い と 考

え て お り 、 独自で 就労訓練や就労先、 住宅を 提

供可能な 支援を 構築し 、 作業所・ 工場・ 農業な

ど 創造的な 支援・ 地域貢献を 行っ て い き た い と

考え ており ま す。

平成3 2 年に行われる 東京オリ ン ピ ッ ク や、 平成

3 6年ま で の「 ホームレ スゼロ 計画」 な ど を 考慮

する と 、 生活困窮者自立支援法の枠以外の何等

かの事業の必要性や、 即効作用のあ る 事業が必

要と 思われま す。

地域包括ケアシステム

厚生労働省は、 高齢者が可能な限り 住み慣れた地域で

生活できるよう 、 地域の包括的な支援・ サービス提供

体制（ 地域包括ケアシステム） の構築を推進し ていま

す。

地域福祉の対象者のニーズは以下の一例のよう に様々

なものがあると思われます。

包括的な支援・ サービス提供体制を法人と し て提供で

きるよう 法人の資源を最大限活かしつつ体制を構築し

ていきたいと考えており ます。

有隣協会は「 大田区での地域包括ケアシステム」 =

「 人そのものの尊重」 であると認識し ています。 そこ

には差別や偏見、 社会生活での隔たり をなく し 、 有隣

協会は「 児童・ 障がい・ 高齢・ 困窮」 等の分野ごとに

応じた点と点を線でつなぐ役割を担い「 誰もが安心し

て住まい、 生きがいを持って生活ができる」 地域包括

ケアシステムの構築に寄与していきます。

今後も多様なニーズを満たせるよう 職員のスキルの向

上を目指し、 また、 地域資源の開拓・ 発掘にも努めます。

各施設の交流を深め、 知識と ノ ウハウを共有すると同

時に、 地域の課題を探し 、 アウト リーチに力を入れ、

地域の社会問題解決の機関の一翼を担えるよう に平成

30年度までに地域福祉の計画を整備し 、 平成31年度か

ら順次中期アクショ ンプランを実行し ていきます。

有隣協会における大田区内の地域福祉の中心は、 複合

型施設になり ますが、 今後「 シニアステーショ ン事業

」 「 グループホーム」 「 特別養護老人ホーム」 の計画

を進め、 地域包括ケアシステムの基盤を固めます。

11

健康

保健・医療 介護 生活 社会参加 家計

くらし

健康

食事

運動

入浴

医療

メンタル

認知症

見守り

外出

住まい

ゴミ屋敷

生活支援

買い物

入浴

行政手続き

相談

消費者保護

年金

財産管理

孤立

娯楽

教養

ボランティア

居宅介護支援・

訪問介護事業所
総合相談

寄り添い型

宿泊所

都市型軽費

老人ホーム

介護

・包括支援センター

・グループホーム

・特別養護老人ホーム

行政

・生活保護　・児童福祉

・障がい　・高齢福祉

・母子

・病院

・医療連携室

・薬局

生きがい

・町内会　・ボランティア

・いこいの家

・地域デビュー・就労支援

医療

・社会福祉協議会

・民生委員

・大田区社会福祉法人協議会

福祉

複合施設（平成29年度開設）

要介護

孤立
子どもの

貧困

社会不安

あきらめ 社会参加

ニーズの一例

地域福祉・ 地域公益活動の取り組み

有隣協会は、 地域の公益的な取り 組みを 通じ て ニーズの把握を 行い 、 地域で困っ て いる 方全て に

手を 差し 伸べる と と も に 、 多く の協力機関と と も に 、 地域福祉を 推進し ま す。
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有隣協会で は「 組織の経営」 や「 施設の運営」 等に関し て 、 基盤と な っ て いる のは「 職員その

も の」 と 認識し て いま す。

包括的な 支援を 行う には、 貧困、 高齢、 障がい

な ど に関わる 広く 深い経験と 、 知識が求めら れ

て いま す 。 有隣協会は、 「 路上生活者対策施設

」 「 更生施設」 「 養護老人ホーム」 「 老人いこ

いの家」 な ど の施設を 運営し て お り ま す 。 こ う

し た法人内の多様な資源を 活かし 、 職員のキャ

今ま で 有隣協会で は、 以下のよ う な 研修を 行っ

て お り 、 今後も 様々な 研修を 行う 予定で す。 こ

れら を よ り 構造化し 、 自ら 学び自ら 教え る 風土

を 醸成し て いき ま す。

①労務研修
平成2 5年度から 現在の管理・ 監督職を 対象と し

た研修を 行いま し た 。

②能力開発研修
平成2 6 年度から 平成2 7 年度にかけ て 現在の管

理・ 監督職以上の職員に向けて 、 能力開発の研

修を 1年間にわたっ て継続的に実施し ま し た 。

＜能力開発研修の内容＞

・ 法人理念と 自己理念の融合

・ フ ァ シ リ テーシ ョ ン スキル

・ Ｓ Ｆ Ａ （ 解決志向アプ ロ ーチ ）

・ コ ラ ボレ ーシ ョ ン （ 協働） スキル

③ナレ ッ ジ マ ネジ メ ン ト
有隣協会には「 高齢」 「 困窮」 「 地域福祉」 と

い う 多様な 事業がある た め、 各事業所の職員が

行っ て い る 相談支援力の向上を 目的と し て 、 月

に一度勉強会を 行い 「 知識の共有」 「 ノ ウ ハウ

福祉のお仕事（ 福祉人材バン ク : 平成2 7 年1 0 月） の

統計で は、 全国の福祉分野全体で の有効求人倍

率3 . 7 7 と な っ て お り 、 福祉職の人材確保が難し

く な っ て き て い る 現状に あ り ま す 。 全業界が人

手不足の状況に あ る た め 、 今後も 有効求人倍率

の上昇は続く と 推察さ れ、 「 社会福祉関係資格

の未取得者」 「 社会福祉業界の未経験者」 を 採

用し 、 有隣協会内で 教育・ 研修を し て い く こ と

が 求め ら れ て い ま す 。 昨今 、 福祉の業界内で

は 、 職員の モ ラ ルの低下に よ る 事故も あ る た

め 、 万全な 体制で 採用及び研修を 進めて い き ま

す 。 平成2 8 年度中に新卒職員の定期採用を 検討

し 、 平成2 9 年度から 、 人材紹介会社、 大学就職

課、 専門学校就職課と 調整し つつ、 新卒・ 第2新

卒・ 既卒職員の研修内容を 吟味し 、 平成3 0 年度

から 新卒職員を 採用する 予定で す 。 ま た 、 法定

雇用率を 満た すた めに 、 障がい者を 採用し て い

け る よ う な 雇用の創出に努めま す 。 さ ら に 、 時

間・ 場所に関し て 多様な 働き 方を 希望する 人へ

対応するべく 、 多様な働き方の導入を検討し ます。

1 採用

3 研修

2 キャリアパス

12 5か年重点取組項目

5か年重点取組項目

平成2 8 年度から 有隣協会の職員のある べき 像を

職員一同で 共有する と と も に 、 職員と し て 日々

の責務や利用者と 接する にあ た っ て の指針を 検

討し 、 平成2 9 年度に行動規範と し て 策定し て い

き ま す。

6 行動規範

5 評価制度

平成2 8 年度に評価制度の導入に向けて 検討を 行

い 、 平成2 9 年度から 試験的に導入し ま す 。 並行

し て管理職に 1年間の評価制度の研修を 実施し 、

平成3 0 年度から 評価制度の本格導入を 予定し て

いま す。

4 給与制度

・ 職員の成長意欲を 後押し する 組織

・ 専門性を 高め、 新たな こ と に挑戦する 意識

こ の２ つのコ ン セ プ ト を 基に 、 給与規程を 改訂

し て平成2 8年度から 運用を 開始し ま し た 。

上記に伴い 、 就業規則、 退職金規程も 改訂し ま

し た 。

リ ア パス を 確保し 、 職員自身の能力、 知識、 経

験を 深める た めの戦略的な 人事に 努め、 職員を

配置し て いき ま す。

の共有」 の勉強会を 継続的に行っ て いま す。

ま た 有隣協会は、 他業種で の社会経験が豊富

な 職員が多いこ と も あ り 、 他の業界の知識・

ノ ウハウを 導入で き る よ う に支援の体系化を

図っ て いき ま す。

④Ｏ Ｊ Ｔ
各事業所で マニ ュ アルの整備を 進め、 業務の

可視化を 図り 、 支援内容の体系化の一助と す

る と と も に 、 新任職員が不安な く 業務を 行え

る よ う 行動規範と 共に体系化さ れた Ｏ Ｊ Ｔ 教

育プ ロ グラ ムを 策定し ま す。



【 3】 　 強固な経営基盤作り

今後、 有隣協会の組織図を 定義・ 公開し 、 法人本部、 各事業所の役割を 明確にし て いき ま す。 改

正社会福祉法の中で も ガ バナン ス の強化が提言さ れて い る 「 経営組織」 「 事業管理」 「 財務」

「 広報」 の4つの側面から 組織体制を 考え ていま す。

有隣協会では、 中期ア ク シ ョ ン プ ラ ン を 定め、 5

年毎に計画の見直し を 図る こ と と し ま す 。 各施

設の事業計画書に基づき 、 計画書に沿っ た 運営

を 行い 、 毎年度末に法人本部と 事業所間で 到達

度のチ ェ ッ ク を 行い ま す 。 実施事業に関し て 、

サービ ス管理体制を 整備し 、 マ ニ ュ ア ル・ 指標

の整備を 行いま す 。 ま た 、 防災訓練や日々の利

用者対応におい て 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 、 危機管

理、 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト な ど 、 マ ニ ュ ア ルに応

じ た シ ミ ュ レ ーシ ョ ン を 事業所間で 共有し な が

ら 行っ て い き ま す 。 施設ご と で 縦割り のサービ

ス を 行う ので はな く 、 各施設と の交流を 深め、

事業を 組織的に行いま す。

2 事業管理

現在、 法人本部に事務局を 設置し て お り 、 効率

の良い 、 有隣協会全体の経営支援、 各事業・ 施

設の運営支援を 行いま す 。 各施設の事務部門と

の連携を 強化し 、 事務作業の標準化・ 効率化を

進め、 シ ス テ ム化を 推進し 、 情報セキュ リ テ ィ

体制を 構築し ま す 。 経営ガ バナン ス の強化が改

正社会福祉法で 示さ れて お り 、 新制度の組織運

営を 進めま す。 ま た 、 平成2 8 年度末ま で に新制

度に適合し た組織規程を 策定し ま す。

1 経営組織の機能の充実・ 強化
果を 上げた 職員に一定の報酬を 与え る 制度の導

入を 今後検討し た い と 考え て いま す 。 ま た 有隣

協会は、 他業種で の社会経験が豊富な 職員が多

い こ と も あ り 、 他の業界の知識・ ノ ウハウを 導

入で き る よ う に 、 風通し の良い組織作り を し て

いき ま す。

現在、 有隣協会内で 様々な プ ロ ジ ェ ク ト チ ーム

を 組み、 組織的な 繋がり を 持た せな がら 、 ス キ

ル・ 知識を 総動員し て 「 新規事業の公募」 「 業

務改善」 「 勉強会」 等の取り 組みを行っ ています。

各事業所の財務状況を 法人本部がリ ア ルタ イ ム

で 把握し 、 分析に努める と と も に 、 財政の効率

を 改善し ま す 。 社会福祉法人新会計基準に基づ

き 、 適切に会計処理を 行う と と も に 、 財務の信

頼性や透明性の確保を 行いま す。

平成2 7 年3 月に 、 有隣協会のホームページ を 全

面的にリ ニュ ーアルし ま し た 。

各施設の取り 組み、 法人を 上げて の取り 組み及

び 、 地域貢献に関する 取り 組みを 各関係機関へ

広報し 、 広報活動を 強化する と と も に 、 法人の

信頼性の向上を 狙いま す。

今後も 法人独自の取り 組みを ホームページ 上に

公開し て いき ま す。

ま た 、 平成2 8 年度に広報誌を 作成し 、 各関係機

関への「 提案力」 を 強化し て いき ま す。

4 プロジェクト チーム

5 財務

3 提案制度

職員が意見や提案を 行いやすい職場環境作り を

考え 、 「 提案制度」 を 導入し ま す 。 職場の環境

改善や新た な 取り 組み等の提案を 組み入れ、 成

6 広報

14 5か年重点取組項目

5か年重点取組項目

15



17

おわり に

中期アク シ ョ ン プ ラ ン を 策定する にあた り 、

全ての職員の考えや思いを 集めま し た 。

ま た 、 有隣協会を 取り 巻く 環境を 分析し 、 社会福祉法人と し て 、

有隣協会と し て 、 今、 何を すべき かを 検証し て き ま し た 。

地域社会のニーズを よ り 早く キャ ッ チし 、

新たな事業の提案に繋げて ま いり ま す。

ま た 、 社会福祉法人と し ての “強み ”を 最大限に活用し 、

有隣協会と し ての “特色 ”を 最前面に押し 出し 、

『 地域に必要と さ れる 法人』 『 地域に根付いた法人』 と し て

活躍し て い く こ と を 確約し ま す。

社会福祉法人 有隣協会は、 「 徳は孤な ら ず、 必ず隣あり 」 の志を も と に 、

『 変革』 と 『 挑戦』 を 基本姿勢に、 中期アク シ ョ ン プ ラ ン を 実行し ま す。

社会福祉法人 有隣協会

〒144-0055 東京都大田区仲六郷4-2-12

TEL:03-3738-2563 FAX:03-3738-9548 URL:http ://yurin.org/16


